
第８回羽島市公式インスタグラムフォトコンテスト実施要領 

 

令和８年４月１４日決裁 

（趣旨） 

第１条 この要領は、本市の魅力を広く画像で発信し、シティセールスを推進するた

めに行う第８回羽島市公式インスタグラムフォトコンテスト（以下「フォトコンテ

スト」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（実施手法） 

第２条 フォトコンテストは、スマートフォン向け写真共有アプリケーションの

Instagramを用いることとし、投稿された画像の中から市が選定したものについて、

市 Instagram公式アカウント「@hashimacity」の中で再投稿（以下「リポスト」と

いう。）機能を通じて発信を行い、その中から優れた作品を選定する方式により実

施する。 

 （テーマ） 

第３条 フォトコンテストのテーマは、次の各号に掲げるものとする。 

 ⑴ 市内の風景 

 ⑵ 市内で開催されるイベント等の様子 

 ⑶ 市内の飲食店で提供される独自メニュー 

 ⑷ その他市の知名度向上に資するもの 

 （実施期間） 

第４条 フォトコンテストの実施期間は、令和８年４月１５日から令和９年１月３１

日までとする。 

（応募者） 

第５条 フォトコンテストの応募者は、第１条の趣旨に賛同し、かつ次のいずれかに

該当する個人とする。 

⑴ 羽島市民 

⑵ 市内を訪れる観光客 

⑶ 市内で開催されるイベント等の来場者 

⑷ 市内飲食店の来店者 

（応募方法） 

第６条 フォトコンテストの応募者は、次の各号に掲げる要件を遵守し、第３条各号



のいずれかのテーマに沿った画像を Instagramに投稿するものとする。 

⑴  応募者が取得した Instagramのアカウントを公開していること。 

⑵  市 Instagram公式アカウントをフォローしていること。 

⑶  投稿する画像が市 Instagram 公式アカウント運用方針の注意事項の内容に該

当しないこと。 

⑷  画像を投稿する際には、キャプションに撮影場所とハッシュタグ「#羽島の魅

力 2026」を入力するとともに、「@hashimacity」をタグ付けすること。なお、同

ハッシュタグの他にその他複数のハッシュタグを入力することは差し支えない。 

 （投稿の制限等） 

第７条 応募者の投稿回数に制限は設けないこととする。 

２ 投稿する画像は、応募者が撮影したものであり、他のコンテスト等に応募中又は

入賞したものでないものに限るものとする。 

３ 投稿する画像は、令和８年以前に撮影されたものも投稿することができる。 

４ 人物を撮影した画像は、被写体となった者の了解を得たもののみ投稿することが

できる。 

５ 画像は、解像度変更、ホワイトバランスの補正、トリミングの補正、色調変更、

合成などの加工を施して投稿することができるが、組写真は投稿することができな

い。 

（費用の負担） 

第８条 画像を投稿する際に必要なインターネットの通信料については、応募者が負

担するものとする。 

 （選定及び報償等） 

第９条 第６条及び第７条の要件を満たす投稿のうち、市は特にシティセールスの推

進に資すると認められる画像を期間中随時選定し、市 Instagram公式アカウントに

おいてリポストにより紹介するものとする。 

２ 前項によりリポストされた投稿の中から、市は特に優れた作品を１０点程度選定

し、当該画像を入賞作品とする。 

３ 前項の選定に関し、応募者は一切の異議を申し立てることができないものとする。 

４ 入賞作品を投稿した者（以下「受賞者」という。）には、報償として選定の結果

に応じて１，０００円分又は５００円分の図書カードを提供することができる。た

だし、同じ応募者の複数の作品が入賞作品として選定された場合は重複して報償を



提供せず、上位の１作品に対応する報償のみを提供するものとする。 

５ 受賞者への報償には副賞を添えることができる。 

６ 報償及び副賞の発送は日本国内に限るものとする。 

７ 第６条及び第７条の要件を満たしていない投稿は、選定の対象外とする。 

 （受賞者への連絡） 

第１０条 市は、前条第２項の規定により受賞作品を選定した後、Instagram のメッ

セージ機能を利用し、受賞者にその旨を連絡するものとする。 

２ 受賞者は、次に掲げる事項を市が指定する日までに市へ電子メールにて連絡する

ものとする。 

 ⑴ 受賞者の住所 

 ⑵ 報償等の発送先 

 ⑶ 氏名 

 ⑷ 年齢 

 ⑸ 電話番号 

３ 市が指定した日までに連絡がない場合は受賞の権利が失効し、この場合は第９条

の選定において次点の画像を投稿した者を新たな受賞者とする。 

 （受賞者の公表） 

第１１条 市は、受賞者が決定した後、投稿された画像及び受賞者のアカウント名を

市ホームページ、広報紙、記者発表等において公表するものとする。 

（個人情報の保護） 

第１２条 市は、応募者の個人情報を厳重に管理し、報償等の郵送以外の目的のため

に利用しないものとする。 

（著作権等） 

第１３条 投稿された画像の著作権は応募者に帰属するが、市は投稿された画像を必

要に応じてトリミングの補正を行った後、市ホームページ、市 Instagram公式アカ

ウント、市 Facebook 公式ページ、広報紙、市が発行する印刷物、市が関与するイ

ベントでの展示等に無償で利用できるものとし、応募者はその旨同意したものとみ

なす。 

２ 投稿された画像において肖像権や著作権等の第三者の権利侵害があった場合は、

市は一切責任を負わず、応募者の責任によって解決するものとする。 

(損害に対する責任) 



第１４条 市は、フォトコンテストが第１条の趣旨のもとに行われることに鑑み、応

募者の投稿により生じた損害等に対する責任は、その原因のいかんを問わずこれを

負わない。 

（庶務） 

第１５条 フォトコンテストの実施に係る事務は、市長室秘書広報課において行う。 

（その他） 

第１６条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この要領は、令和８年４月１５日から施行する。 

２ この要領は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

 


